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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第54期

第３四半期累計期間
第55期

第３四半期累計期間
第54期

会計期間
自　2020年２月１日
至　2020年10月31日

自　2021年２月１日
至　2021年10月31日

自　2020年２月１日
至　2021年１月31日

売上高 (千円) 1,492,275 2,208,470 2,116,580

経常利益 (千円) 16,854 74,345 42,227

四半期(当期)純利益 (千円) 7,888 50,356 24,497

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 602,150 602,150 602,150

発行済株式総数 (株) 396,000 396,000 396,000

純資産額 (千円) 1,246,897 1,299,963 1,263,962

総資産額 (千円) 2,582,348 2,393,199 2,390,323

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 21.08 134.56 65.46

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 40.00

自己資本比率 (％) 48.3 54.3 52.9
 

 

回次
第54期

第３四半期会計期間
第55期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2020年８月１日
至　2020年10月31日

自　2021年８月１日
至　2021年10月31日

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期純損失金額(△)

(円) 74.16 △18.57
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 業績の状況

　当第３四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウィルス感染症の拡大長期化に伴う経済活動抑制が続

くなど厳しい状況でした。その後、新型コロナウィルス感染症が沈静化しつつあり、社会経済活動が持ち直しへと

向かっていくことが期待されているものの、感染の再拡大やサプライチェーンの動向による下振れリスクも懸念さ

れており、なお不透明な状況が続いております。

　この様な状況の下、当社が属するジュエリー業界におきましても、低調な個人消費の影響により厳しい状況は変

わりませんが、上半期における取引先の在庫逼迫状態解消によるスポット的なジュエリーパーツ製品の受注増加に

加え、既存顧客からの底堅い受注及び新規顧客からの受注獲得により、当第３四半期累計期間の売上高は2,208百万

円と増収（前年同期比716百万円 、48.0％増）となりました。

　利益面においては、増販効果により営業利益は68百万円（前年同期比84百万円増）、経常利益は74百万円（前年

同期比57百万円増）、四半期純利益50百万円（前年同期比42百万円増）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ３百万円増の2,393百万円となりました。主な変動は、

売上債権の増加68百万円、棚卸資産の増加184百万円、有形固定資産の増加46百万円、現預金の減少302百万円等に

よるものです。

　当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ33百万円減の1,093百万円となりました。主な変動は、支

払手形及び買掛金の減少21百万円、長期借入金の減少60百万円、未払法人税・消費税の増加３百万円、未払金・未

払費用の増加31百万円、賞与引当金の増加３百万円等によるものです。

　当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ36百万円増加の1,299百万円となりました。主な変動

は、四半期純利益50百万円の計上による増加及び配当金の支払14百万円による減少等によるものです。
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(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
(6) 従業員数

当第３四半期累計期間において、当社の従業員数は前事業年度末の68名から２名増加し、70名となりました。増

加要因としては、社内体制強化及び技術継承のためであります。なお、当社は、ジュエリー事業の単一セグメント

であるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,584,000

計 1,584,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年12月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 396,000 396,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株で
あります。

計 396,000 396,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年８月１日～
2021年10月31日

― 396 ― 602,150 ― 409,290
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2021年７月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

   2021年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― ―
21,700

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,732 ―
373,200

単元未満株式
普通株式

― ―
1,100

発行済株式総数 396,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,732 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2021年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社光・彩
山梨県甲斐市竜地3049番
地

21,700 ― 21,700 5.48

計 ― 21,700 ― 21,700 5.48
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社光・彩(E02439)

四半期報告書

 6/15



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年８月１日から2021年10月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年２月１日から2021年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法

人ナカチによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年１月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 718,392 416,030

  受取手形及び売掛金 365,629 433,572

  たな卸資産 702,979 887,405

  その他 11,894 20,332

  貸倒引当金 △6 △8

  流動資産合計 1,798,888 1,757,332

 固定資産   

  有形固定資産 379,955 426,242

  無形固定資産 20,586 31,142

  投資その他の資産   

   投資有価証券 32,830 33,743

   長期未収入金 199,004 199,004

   投資不動産 49,120 26,094

   繰延税金資産 6,522 16,558

   その他 102,436 102,086

   貸倒引当金 △199,022 △199,004

   投資その他の資産合計 190,893 178,482

  固定資産合計 591,435 635,866

 資産合計 2,390,323 2,393,199

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 204,097 182,846

  短期借入金 ※  543,400 ※  553,500

  1年内返済予定の長期借入金 80,640 80,640

  未払法人税等 11,777 20,956

  その他 105,903 137,069

  流動負債合計 945,818 975,011

 固定負債   

  長期借入金 118,530 58,050

  役員退職慰労引当金 29,783 31,433

  退職給付引当金 23,010 22,537

  その他 9,219 6,203

  固定負債合計 180,542 118,224

 負債合計 1,126,361 1,093,235

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 602,150 602,150

  資本剰余金 509,290 509,290

  利益剰余金 181,839 217,226

  自己株式 △31,194 △31,218

  株主資本合計 1,262,084 1,297,448

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,877 2,515

  評価・換算差額等合計 1,877 2,515

 純資産合計 1,263,962 1,299,963

負債純資産合計 2,390,323 2,393,199
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年10月31日)

売上高 1,492,275 2,208,470

売上原価 1,243,727 1,822,125

売上総利益 248,547 386,344

販売費及び一般管理費 264,677 317,695

営業利益又は営業損失(△) △16,130 68,648

営業外収益   

 受取利息 2 0

 受取配当金 305 235

 受取地代家賃 2,814 1,346

 為替差益 ― 3,649

 助成金収入 33,003 2,220

 雑収入 2,618 2,414

 営業外収益合計 38,744 9,866

営業外費用   

 支払利息 3,504 3,478

 不動産賃貸原価 515 227

 為替差損 1,706 ―

 その他 33 464

 営業外費用合計 5,760 4,169

経常利益 16,854 74,345

特別利益   

 投資不動産売却益 ― 2,014

 特別利益合計 ― 2,014

特別損失   

 固定資産除却損 ― 0

 特別損失合計 ― 0

税引前四半期純利益 16,854 76,360

法人税等 8,965 26,003

四半期純利益 7,888 50,356
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2021年１月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年10月31日)

当座貸越極度額 1,260,000千円 1,000,000千円

借入実行残高 543,400  553,500  

差引額 716,600  446,500  
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年10月31日)

減価償却費 34,237千円 37,599千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自　2020年２月１日　至　2020年10月31日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年４月24日
定時株主総会

普通株式 16,842 45.0 2020年１月31日 2020年４月27日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間(自　2021年２月１日　至　2021年10月31日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年４月27日
定時株主総会

普通株式 14,969 40.0 2021年１月31日 2021年４月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、「ジュエリー事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自　2020年２月１日
至　2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年２月１日
至　2021年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額 21円08銭 134円56銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 7,888 50,356

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 7,888 50,356

普通株式の期中平均株式数(株) 374,237 374,222
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年12月13日

株式会社光・彩

取締役会　御中

 

監査法人ナカチ
 

　

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　代　　孝　　久  

 

　

代表社員
業務執行社員

 公認会計士 家　　冨　　義　　則  
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光・彩

の2021年２月１日から2022年１月31日までの第55期事業年度の第３四半期会計期間(2021年８月１日から2021年10月31日

まで)及び第３四半期累計期間(2021年２月１日から2021年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借

対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光・彩の2021年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビュー基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査

人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断して

いる。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
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どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項

が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査

人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の

表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事

項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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